
変更前 変更後 

 

第１条（定義） 

１．本規約において、「会員」とは、タイムズビジネスカード会員登録を希望し、本規約

に同意した上で、所定の手続に従ってパーク２４株式会社(以下「パーク２４」といいま

す。)に対し入会の申込を行い、パーク２４が入会を承認した法人を言います。 

 

第１条（定義） 

１．本規約において、「会員」とは、タイムズビジネスカード会員登録を希望し、本規約

に同意した上で、所定の手続に従ってパーク２４株式会社（以下「パーク２４」といい

ます。)に対し入会の申込を行い、パーク２４が入会を承認した法人及びそれに準ずる者

を言います。 

 

第２条（本規約の範囲及び変更） 

３．本規約の変更は、変更内容を別表１記載のホームページ(以下、「本ホームページ」と

いいます。）に掲載する方法により会員に告知することにより行うものとします｡ 

 

第２条（本規約の範囲及び変更） 

３．本規約の変更は、変更内容を第２０条記載のホームページ(以下、「本ホームページ」 

といいます。）に掲載する方法により会員に告知することにより行うものとします｡ 

 

第４条（会員登録） 

１．会員登録手続及び保証金の取扱いは、以下の通りとします。 

（１）利用申込書及び利用者登録書の提出 

  会員登録を希望する法人は、所定の利用申込書及び利用者登録書に必要事項を記入の

上、同申込書をパーク２４が別途指定する方法によって提出しなければなりません。な

お当該会員登録希望者は、利用申込書において、管理責任者（以下「管理責任者」とい

います。）を指定するものとします。 

（２）審査、登録手続 

  前号の申込を受けた場合、パーク２４は、所定の審査を行った上で、パーク２４が 

適当と判断した法人を会員として登録し、同登録を行った会員の管理責任者に対し、必

要な枚数のタイムズビジネスカードを交付し貸与します。 

（３）～（５）   （略） 

２．        （略） 

（１）（２）     （略） 

（３）本規約の変更は、変更内容を別表 1のホームページ(以下、「本ホームページ」とい
います。）に掲載する方法により会員に告知することにより行うものとします｡ 

（４）（５）     （略） 

 

第４条（会員登録） 

１．会員登録手続及び保証金の取扱いは、以下の通りとします。 

（１）利用申込書の提出 

 会員登録を希望する法人は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上、同申込書をパー

ク２４が別途指定する方法によって提出しなければなりません。なお当該会員登録希望

者は、利用申込書において、カード管理担当者（以下「カード管理担当者」といいます。）

を指定するものとします。 

（２）審査、登録手続 

前号の申込を受けた場合、パーク２４は、所定の審査を行った上で、パーク２４が適当

と判断した法人を会員として登録し、同登録を行った会員のカード管理担当者に対し、

必要な枚数のタイムズビジネスカードを交付し貸与します。 

（３）～（５）   （現行どおり） 

２．        （現行どおり） 

（１）（２）     （現行どおり） 

（３）本規約の変更は、変更内容を第２０条記載のホームページ(以下、「本ホームペー
ジ」といいます。）に掲載する方法により会員に告知することにより行うものとします｡ 
（４）（５）     （現行どおり） 

 

第５条（タイムズビジネスカードの利用者の範囲） 

１．会員によるタイムズビジネスカードの利用は､会員に所属する役員及び従業員のうち、

管理責任者が認めた者（以下「利用者」といいます。）に限るものとします｡ 

２．利用者は、パーク２４が指定する駐車場における駐車料金支払の際に、タイムズビジ

ネスカードを精算機に挿入し、駐車車両を駐車場から出庫することができます。駐車料金

については、本規約第８条の定めに従い決済します。 
３．～６．     （略） 

 

第５条（タイムズビジネスカードの利用者の範囲） 

１．会員によるタイムズビジネスカードの利用は､会員に所属する役員及び従業員のう

ち、カード管理担当者が認めた者（以下「利用者」といいます。）に限るものとします｡ 

２．利用者は、パーク２４が指定する駐車場における駐車料金支払の際に、タイムズビ

ジネスカードを精算機に挿入し、駐車車両を駐車場から出庫することができます。駐車

料金については、本規約第１０条の定めに従い決済します。 
３．～６．     （現行どおり） 

 

【新設】 

 

第６条（タイムズビジネスカードの利用限度額） 

タイムズビジネスカードの利用制限額（タイムズビジネスカード利用代金の未決済残高

の上限金額）は、パーク２４が個別に定め、会員に通知するものとします。但し、パー

ク２４が必要と認めた場合は、利用限度額を増額又は減額できるものとします。 

 

 

【新設】 

 

※「タイムズビジネスカード eタイムズレポート ご利用規約」 

 

第１条（eタイムズレポートの定義） 

パーク２４株式会社（以下、「当社」という）は、本規約に基づき、タイムズビジネスカ

ード会員企業（以下「ビジネスカード会員」という）より申込があった場合は、請求明細

情報をインターネット上で閲覧、ダウンロードできるサービス（以下「eタイムズレポー

ト」という）を提供します。 

第２条（利用登録） 

eタイムズレポートの利用を希望するビジネスカード会員には、当社所定の手続が必要に

なります。当社が所定のeタイムズレポート申込書を受領し、当該申込書に基づく諸手続

が完了した時点をもって利用登録が完了します。 

当社は、前項の利用登録が完了したビジネスカード会員に対して、eタイムズレポートを

利用するために必要なIDおよびパスワードを付与します。 

第３条（ユーザーID、パスワードの取扱い） 

前条第２項に基づき付与された IDおよびパスワードの管理、利用については、ビジネス

カード会員が責任を負います。また、別途「タイムズビジネスカード管理責任者」を選任

し、管理、利用の実務に当たらせるものとします。タイムズビジネスカード管理責任者の

氏名は、選任、変更の都度、当社に通知するものとします。 

ユーザーIDおよびパスワードの紛失または漏洩等により、当社が損害を被った場合は、

ビジネスカード会員は当該損害を賠償する責を負います。 

eタイムズレポートの利用に際して、ユーザーIDおよびパスワードの入力が３回連続して

不正確になされた時点において、当該ユーザーIDとパスワードは自動的に使用できなく

なります。その場合において、ビジネスカード会員には当社所定の手続が必要となります。 

ユーザーIDおよびパスワードを紛失した場合は、eタイムズレポートを利用するにあた

り、当社所定の再発行の手続きが必要となります。 

第４条（通信機器等） 

ビジネスカード会員は、eタイムズレポートを利用するにあたり、必要な通信機器等をビ

ジネスカード会員の費用負担において準備し、通信機器等の不備などによる障害等につい

て、当社は一切のサポートを行いません。 

第５条（eタイムズレポート提供の終了） 

ビジネスカード会員がタイムズビジネスカードを解約したとき、または解除されたとき

は、eタイムズレポート提供についても同時に終了します。 

ビジネスカード会員が次の各号のいずれかに該当したとき、または該当する恐れがあると

当社が認めたときは、当社は通知・催告等を要せずして、直ちにeタイムズレポートの提

供を終了することができます。 

(１)申込時に当社へ虚偽の申告をしたとき。 

(２)本規約およびタイムズビジネスカード会員利用規約に違反したとき。 

 

 

 

第７条（eタイムズレポートの利用） 

１．パーク２４は会員に対し、利用明細情報をインターネット上で閲覧、ダウンロード

できるサービス（以下「eタイムズレポート」といいます）を提供するものとし、会員登

録を行った会員のカード管理担当者に対し、eタイムズレポートを利用するために必要な

ID及びパスワードを付与します。 

２．前項に基づき付与されたID及びパスワードの管理、利用については会員が責任を負

い、ID及びパスワードの紛失又は漏洩等により、パーク２４が損害を被った場合には、

会員は当該損害を賠償する責を負います。なお、ID及びパスワードを紛失した場合は、e

タイムズレポートを利用するにあたり、パーク２４所定の再発行の手続が必要となりま

す。３．eタイムズレポートの利用に際して、ID及びパスワードの入力が３回連続して

不正確になされた時点において、当該IDとパスワードは自動的に使用できなくなります。

その場合においては、パーク２４所定の手続きが必要となります。 

４．会員は、eタイムズレポートを利用するにあたり、必要な通信機器等を会員の費用負

担において準備し、通信機器の不備などによる障害等について、パーク２４は一切のサ

ポートを行いません。 

５．会員がタイムズビジネスカードを解約したとき、又は解除されたときは、eタイムズ

レポート提供についても同時に終了します。 

６．パーク２４が必要と認めたときは、パーク２４は予め又は事後に会員に通知するこ

とにより、いつでも eタイムズレポートの停止又は廃止を行うことができます。なおそ

の場合、パーク２４のホームページに掲載する方法で会員に通知を行います。 

７．eタイムズレポートのシステムがサーバーダウン等により停止した場合、及び不正ア

クセスによる利用明細情報の漏洩・改ざん等が発生した場合は、それに基づく損害に対

して、直接であると間接であるとを問わずパーク２４は一切の責任を負いません。 

８．会員の eタイムズレポートによる利用明細情報が、パーク２４が想定した許容量を

超えた場合は、eタイムズレポートを利用できないことがあります。 

９．eタイムズレポートの掲載内容について、パーク２４は事前に会員に通知することな

く変更することがあります。またeタイムズレポートによる利用明細情報の保存期間は、

パーク２４の定めるところによります。 

１０．会員は、eタイムズレポートに関する通知・連絡及びその他の広告等がパーク２４

により送付されることについて、予め承諾するものとします。 

１１．会員は、eタイムズレポートの利用に係わる権利及び義務を第三者に譲渡、貸与、

質入し、又は担保に供することはできません。 



(３)ビジネスカード会員としての資格を失ったとき。 

(４)その他、当社が利用者のeタイムズレポートの利用に関して不適格であると判断した

とき。 

第６条（eタイムズレポート提供の停止、廃止等） 

当社が必要と認めたときは、当社は予めまたは事後に利用者へ通知することにより、いつ

でも本システムの停止または廃止を行うことができます。尚、その場合において、当社の

ホームページに掲載する方法でビジネスカード会員へ通知を行います。 

eタイムズレポートのシステムがサーバーダウン等により停止した場合、および不正アク

セスによる請求明細情報の漏洩・改ざん等が発生した場合は、それに基づく損害に対して、

直接であると間接であるとを問わず当社は一切の責任を負いません。 

会員の eタイムズレポートによる請求明細情報が、当社が想定した許容量を超えた場合

は、eタイムズレポートを利用できないことがあります。 

第７条（eタイムズレポート掲載内容の変更等） 

eタイムズレポートの掲載内容について、当社は事前にビジネスカード会員へ通知するこ

となく変更することがあります。 

eタイムズレポートによる請求明細情報の保存期間は、当社の定めるところによります。 

第８条（宣伝印刷物等の発送） 

ビジネスカード会員は、eタイムズレポートに関する通知・連絡およびその他の広告等が

当社より送付されることについて、予め了承するものとします。 

第９条（秘密保持） 

当社は、eタイムズレポートの提供により知り得たビジネスカード会員のeタイムズレポ

ート利用状況等をビジネスカード会員の事前承諾のある場合、または公的機関の照会等法

律に基づく要請がある場合を除き、第三者に漏洩しません。 

第１０条（権利の譲渡の禁止） 

ビジネスカード会員は、eタイムズレポートの利用に係わる権利及び義務を第三者に譲

渡、貸与、質入れし、または担保に供することはできません。 

第１１条（紛争の処理） 

eタイムズレポートについて、ビジネスカード会員と当社の間に紛争が生じた場合は、訴

額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行

います。 

第１２条（規約の変更）  

本規約は随時内容が変更されます。ビジネスカード会員は eタイムズレポート利用の都

度、その時点における規約に合意したものとみなします。 

 

第６条（タイムズビジネスカードの管理） 

１．タイムズビジネスカードは、管理責任者が責任をもってその管理を行うものとします｡ 

２．～５．   （略） 

 

第８条（タイムズビジネスカードの管理） 

１．タイムズビジネスカードは、カード管理担当者が責任をもってその管理を行うもの

とします｡ 

２．～５．   （現行どおり） 

 

第７条（会員情報の管理） 

１．会員情報の管理は、パーク２４及びパーク２４の子会社であるドライバーズネット株

式会社が行います｡ 

２．会員は、登録の際に申告した情報に変更（管理責任者の変更を含みます。）が生じた

場合、速やかにパーク２４へ変更内容の通知を行うものとします｡ 

３．監督官庁、捜査機関その他の公的機関等から、その権限または法令に基づき、適法な

会員情報の開示要請があった場合、パーク２４は、会員の承諾なしに当該照会機関に対し

会員情報を開示することができるものとします。 

 

 

第９条（会員情報の管理） 

１．会員情報の管理は、パーク２４及びパーク２４の子会社であるタイムズサービス株

式会社及びドライバーズネット株式会社（あわせて以下「パーク２４グループ」といい

ます）が行います｡パーク２４グループは、取得した会員情報を善良なる管理者の注意を

以って保管し、法令等により許容されている場合又は会員の同意を得た場合を除き、第

三者に提供いたしません。 

２．会員情報は、本サービスに基づく顧客管理、およびパーク２４グループからのメー

ルマガジンの配信、パーク２４グループの商品、サービス等のご案内の目的で利用させ

ていただきます。 

３．会員は、登録の際に申告した情報に変更（カード管理者の変更を含みます。）が生じ

た場合、速やかにパーク２４へ変更内容の通知を行うものとします｡ 

４．監督官庁、捜査機関その他の公的機関等から、その権限または法令に基づき、適法

な会員情報の開示要請があった場合、パーク２４は、会員の承諾なしに当該照会機関に

対し会員情報を開示することができるものとします。 

５．パーク２４は、会員の eタイムズレポート利用状況等についても、法令等により許

容されている場合又は会員の同意を得た場合を除き、第三者に提供いたしません。 

６ ． そ の 他 、 個 人 情 報 の 取 扱 に つ い て は 、 パ ー ク ２ ４ ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.park24.co.jp）（http://www.park24.co.jp/Japanese/info.cfm）上に記載

した「個人データの共同利用について」の条件に従うものとします。 

 

 

第８条（代金の決済方法） 

１．タイムズビジネスカードを利用した駐車料金については、パーク２４が会員に対し毎

月末日締めにて請求額を積算し、翌月１０日頃に請求書を発行するものとし、会員は、パ

ーク２４に対し、同請求書記載の金額を、口座振替或いは口座振込の方法により支払うも

のとします。なお、口座振替の場合には請求書到着月の２７日までに、口座振込の場合に

は別途パーク２４が指定する銀行口座に請求書到着月の末日までに支払う方法により精

算するものとします。 

２．会員は、パーク２４に対して、タイムズビジネスカードに関する事務手数料として、

別表１に基づいた料金を毎月支払うものとします。 

３．パーク２４は、会員に対し、原則として請求書１通を発行します。会員が、合理的事

由に基づいて２通以上の請求書への分割発行または利用明細を希望する場合は、パーク２

４は別表１の料金表に基づき追加料金を徴収するものとします。 

 

第１０条（代金の決済方法） 

１．タイムズビジネスカードを利用した駐車料金については、本サービス入会の申込書

において別途定める方法により、原則として口座振替の方法により支払うものとします。 

２．会員は、パーク２４に対して、タイムズビジネスカードに関する事務手数料として、

別途定める料金を毎月支払うものとします。 

３．パーク２４は、会員に対し、原則として請求書１通を発行します。会員が、合理的

事由に基づいて２通以上の請求書への分割発行または利用明細を希望する場合は、パー

ク２４は別途定める追加料金を徴収するものとします。 

 

 

 

 

【新設】  

 

「別表１：タイムズビジネスカード サービス概要」記載 

 

４ 付加サービス 

紛失盗難保険 

当社への通知（ご連絡）受付時点の６０日前から、１０日後の間に不正に使 

用された金額のうち、上限を１０万円として保険にてカバーします。 

 

第１２条（付加サービス） 

会員に交付したタイムズビジネスカードが紛失し又は盗難にあった場合、会員がパーク

２４に直ちに通知することにより、パーク２４への通知受付時点の６０日前から１０日

後の間に不正に使用された駐車料金は、１０万円を上限として、パーク２４が加入する

保険にてまかなうものとします。 



 

 

第１０条（本サービスの中断・停止および内容の変更など） 

１.パーク２４は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員への事前の通知又は承諾

を要することなく本サービスの全部または一部の一時的な中断または停止を行います。 

（１）～（５）     （略） 

（６）カード使用時にトラブルが発生した時点で、トラブル復旧対応において利用者の会

員確認が出来ないとき 

（７）         （略） 

２.３.         （略） 

 

第１３条（本サービスの中断・停止および内容の変更など） 

１.パーク２４は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員への事前の通知又は承諾

を要することなく本サービスの全部または一部の一時的な中断または停止を行います。 

（１）～（５）     （略） 

（６）タイムズビジネスカード使用時にトラブルが発生した時点で、トラブル復旧対応

において利用者の会員確認が出来ないとき 

（７）         （現行どおり） 

２.３.         （現行どおり） 

 

第１３条（会員資格の停止および資格の抹消） 

１．パーク２４は､会員が次の各号のいずれか１つに該当した場合、会員の事前の承諾な

しに､会員資格の停止または会員資格の抹消を行うことができるものとします。会員資格

の停止または抹消を行った場合、パーク２４は、本規約第１６条の規定に従って、その旨

を会員に通知します。 

（１）～（５）    （略） 

 (６) 破産、民事再生、会社整理、会社更生もしくは特別清算を申立て、又は第三者から

破産の申立を受けたとき 

（７）～（１０）   （略） 

２．３．       （略） 

 

第１６条（会員資格の停止および資格の抹消） 

１．パーク２４は､会員が次の各号のいずれか１つに該当した場合、会員の事前の承諾な

しに､会員資格の停止または会員資格の抹消を行うことができるものとします。会員資格

の停止または抹消を行った場合、パーク２４は、本規約第１９条の規定に従って、その

旨を会員に通知します。 

（１）～（５）    （現行どおり） 

（６）破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又は第三者から破産の申

立を受けたとき 

（７）～（１０）   （現行どおり） 

２．３．       （現行どおり） 

 

第１６条（通知） 

１．パーク２４の会員に対する通知は、会員がパーク２４に届け出た管理責任者の電子メ

ールアドレス宛に電子メールを発信した時点で到達したものとみなし、同時点で通知の効

果が生じるものとします。 

２．前項の規定は、会員が、管理責任者の電子メールアドレスの変更の届け出を怠り、又

は会員の利用する電子メールシステムの不良等の事情によって電子メールが到達しなか

った場合においても適用されるものとします。 

 

第１９条（通知） 

１．パーク２４の会員に対する通知は、会員がパーク２４に届け出た電話番号、カード

管理担当者の電子メールアドレス、所在地への書面による郵送、又は本ホームページへ

の掲載のいずれかによるものとし、通知の効果は、各々の通知の発信時に生じるものと

します。 

２．前項の規定は、会員が、電話番号、電子メールアドレス、所在地等の変更の届け出

を怠り、又は会員の利用する電子メールシステムの不良等、パーク２４の責に帰すべか

らざる事由によって通知が到達しなかった場合においても適用されるものとします。 

 

「別表１：タイムズビジネスカード サービス概要」 

 

 

削除 

 

※「４．付加サービス」に関する条項については、一部修正のうえ「タイムズビジネス

カード会員利用規約」第１２条に追加記載 

 

「タイムズビジネスカード eタイムズレポート ご利用規約」 

 

削除 

 

※一部修正のうえ、「タイムズビジネスカード会員利用規約第７条」に追加記載 


